
令和３年度実施計画

基本目標Ⅰ　男女の人権を尊重したまちづくり

施策の柱１　　人権擁護の推進

施策の方向　　①人権尊重意識の啓発及び人権擁護活動の推進

事業内容 所管課

人権推進課 ・市内４地区での人権啓発事業の実施や平和
と人権及び男女共同参画に関するパネル展示
などを行う。
・広報くきやホームページに人権に関する記事
などを掲載し啓発を行う。

継続 無

生涯学習課 市民大学や高齢者大学において、人権に関す
る様々な講座を実施し、人権意識の高揚を図
る。

【目標】参加率
90％以上
【現状】参加率
87％（R2実績）

継続 無

11102 人権週間などにお
ける啓発活動の推
進

人権週間（１２/４～１２/１０）などの機会を捉
え、個人の尊厳と男女平等を基礎とした人権の
尊重についての啓発活動を行う。

人権推進課 ・人権週間（12/4～12/10）に本庁舎1階ロ
ビーに市内小中学校より募集した人権標語を
掲示する。
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12/10～
12/16）に本庁舎1階ロビーに拉致被害者写
真展を設置する。
・広報くき「人権それは愛」において、様々な人
権問題をテーマに情報を掲載し、広く市民等
へ啓発する。

継続 無

11103 生命を尊重する教
育の推進

道徳や総合的な学習の時間などを通して、生命
を尊重する教育を推進する。

指導課 道徳や総合的な学習の時間において、生命の
尊さに関する教材を取り上げ、生命を尊重する
教育を推進する。

継続 無

11104 人権・女性相談事
業の充実

日常生活におけるさまざまな困りごとや悩みごと
について相談しやすい環境整備を進めるため、
「人権・女性相談」を本庁及び各総合支所で実
施する。また、相談員の相談研修への参加を促
進するなど相談事業の充実を図る。
・本庁　毎月10日
13時15分～16時15分
・菖蒲　毎月第3水曜日
13時30分～15時30分
・栗橋　毎月第3木曜日
13時30分～15時30分
・鷲宮　毎月第4月曜日
9時30分～11時30分

人権推進課 ・「人権相談・女性相談」を各地区で実施す
る。
・相談員の相談研修を実施する。
・本庁　毎月10日
13時15分～16時15分
・菖蒲　毎月第3水曜日
13時30分～15時30分
・栗橋　毎月第3木曜日
13時30分～15時30分
・鷲宮　毎月第4月曜日
9時30分～11時30分

継続 無

見直し内容
令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

11101 人権意識の高揚 個人の尊厳と男女平等を基礎とした人権意識の
高揚を図り、互いの人権と多様な価値観を尊重
することの重要性について啓発を行う。

内容の
見直し

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性
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事業内容 所管課

11105 女性の悩み(カウン
セリング)相談事業
の充実

配偶者等からの暴力に関すること、夫婦や家族
に関することなど女性の日常生活におけるさまざ
まな悩みや困りごとに関する相談に応じるため、
カウンセラーによる女性の悩み（カウンセリング）
相談を実施する。
・実施日　毎月2回（第1・第3金曜日）
　　　　　　午後1時～午後5時
・特設相談（6月、11月）を開設

人権推進課 ・女性の悩み（カウンセリング）相談事業を実施
する。
・実施日　毎月2回（第1・第3金曜日）
　　　　　　午後1時～午後5時
・特設相談（6月、11月）を開設

【目標】利用率
80％以上
【現状】R2利用率
66.3％
【方法】希望者に
キャンセル待ちの案
内をするなどし、利
用率の向上を図
る。

継続 無

11106 ＬＧＢＴを含む性の
多様性を尊重した
啓発活動の実施

ＬＧＢＴを含む性の多様性を尊重し、性的指向
や性自認を理由とした差別や偏見をなくすた
め、各種講座や学習機会の情報提供を行う。

人権推進課 ・県が主催する研修など市ホームページ等に
掲載し、周知を図る。
・性的少数者の方などの交流会を実施する。
・ＬＧＢＴに関する講演会を実施する。
・講座や市が主催するイベント等において、ＬＧ
ＢＴに関する正しい理解や偏見をなくすための
啓発チラシを配布する。
・パートナーシップ宣誓制度を導入し、制度へ
の理解や手続きについてホームページ等に掲
載し、周知する。

継続 無

施策の方向性　　②性教育の充実

事業内容 所管課

11201 人間尊重に基づい
た性教育の推進

人権尊重や男女平等の理解と協力の意識を高
めるため､各教科や道徳、特別活動などの教育
活動を通して、人間尊重に基づいた性教育を推
進する。

指導課 人権尊重や男女平等の理解と協力の意識を
高めるため、各教科や道徳、特別活動などの
教育活動を通して、人間尊重に基づいた性教
育を推進する。

継続 無

男女が互いの性について正しい知識を身につ
け、尊重できるよう、性に関する情報の提供を行
う。

人権推進課 ・市ホームページに男女の互いの性について
正しい知識や理解につながる情報を掲載す
る。
・教育委員会及び市内小中学校に対し、性や
性の多様性の正しい知識に関する情報提供を

継続 無

性に関する情報を適切な時期に提供できるよ
う、各種パンフレットの配布を行うなど、性に関す
る教育活動を行う。

中央保健セ
ンター

性に関する情報を適切な時期に提供できるよ
う、各種パンフレットの配布を行うなど、性に関
する教育活動を行う。

継続 無

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和３年度実施計画

内容の
見直し

見直し内容
令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

11202

令和３年度
目標値

今後の
方向性

内容の
見直し

見直し内容

性に関する教育活
動の推進

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性
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施策の柱２　生涯を通じた健康支援

施策の方向　　①健康づくりの推進

事業内容 所管課

12101 介護予防事業の
充実

高齢者が、要介護状態になることを予防し、自
立した生活を続けることができるように、介護予
防に向けた事業を行う。

高齢者福祉
課

介護予防事業を実施する。

継続 無

健康医療課 令和3年6月に食育動画を作成し、市ホーム
ページ等を活用し食育について周知、啓発す
る。
また、健康づくり･食育推進大会を縮小して実
施する。（ポスター、標語の募集）

縮小 有

【新型コロナウイル
ス感染症対策】健
康づくり･食育推進
大会を規模を縮
小して実施（ポス
ター、標語の募集
のみ）

健康医療
課

中央保健セ
ンター

生活習慣病予防等に関する健康講座、健康
相談を実施する。 継続 無

12103 健康づくり・食育推
進のための情報提
供と啓発活動の充
実

市ホームページにおいて、健康食育ナビを開設
し、健康づくりと食育推進のための情報提供と啓
発活動を行う。

健康医療課 市ホームページの健康･食育ナビに健康づくり
や食育に関する情報を掲載する。

継続 無

健康医療課 市ホームページの予防接種・感染症情報に感
染症の注意喚起や予防に関する情報を掲載
する。

継続 無

中央保健セ
ンター

妊婦に妊婦健康診査助成券（HIV検査）を交
付する。 継続 無

12105 健康づくり・食育推
進体制の強化

医師会・歯科医師会をはじめとする、関係団体
や公募の市民等で構成される健康増進・食育
推進会議と行政との連携を強化し、健康増進・
食育推進体制の充実を図る。

健康医療課 健康増進・食育推進会議を開催する。

継続 無

内容の
見直し

見直し内容
令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

所管課
今後の
方向性

12104 HIV／エイズ及び
性感染症に対する
啓発・相談と妊婦
HIV抗体検査の実
施

ＨＩＶ／エイズ及び性感染症に関する正しい情報
や知識の普及啓発を行う。
また、ＨＩＶ／エイズ及び性感染症に関する相談
を関係機関と連携して実施するとともに、妊婦を
対象としたＨＩＶ抗体検査を実施する。

12102 生涯にわたる健康
づくり・食育推進

子どもから高齢者まで生涯にわたる健康づくりを
すすめるため、各関係課において、健康づくり・
食育推進事業等を実施する。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

3



事業内容 所管課

健康医療課 健康づくり・食育推進大会実行委員会等へ健
康づくりに関する情報の提供を行う。 継続 無

中央保健セ
ンター

食生活改善推進員に保健センター事業の一
部を委託し、食を通じて市民に健康に関する
情報提供を行う。

継続 無

12107 保健活動に関する
地域組織等の育
成

愛育班員や食生活改善推進員などの地区組織
関係者を対象に研修会を開催し、保健活動を
推進する地域組織の育成を図る。

中央保健セ
ンター

愛育班員や食生活改善推進員を対象に、研
修会を開催する。 継続 無

12108 各種健康診査事
業等の充実と受診
促進

国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険
者を対象に、特定健康診査・健康診査の無料
実施や、人間ドック・脳ドックの受診費用の一部
を助成するとともに、国民健康保険の被保険者
を対象に、市が行う各種がん検診の受診費用
（自己負担金）の助成を行い、健康の維持増進
を図る。

国民健康保
険課

・特定健康診査・健康診査の実施。
・人間ドック・脳ドックの受診費用の助成。
・各種がん検診の受診費用（自己負担金）の
助成。

特定健康診査
【目標】受診率
55％ （法定報告）
【現状】R2受診率
35.4％（R3.4月末
現在） 【方法】広
報、ホームペー
ジ、ツイッター、
フェイスブックなど
を活用し周知す
る。受診勧奨はが
きを送付する。担
当課窓口にポス
ター等を掲示し周
知する。

継続 無

施策の柱３　　生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利への配慮

施策の方向　　①生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の普及と啓発

事業内容 所管課

13101 妊娠・出産等にか
かわる健康支援の
充実

子育て世代包括支援センターの運営により、妊娠・
出産等に対する正しい知識の普及及び相談・支援
を行う。妊娠届出時等での保健事業の紹介やママ・
パパ教室の開催、妊産婦訪問指導等を行うととも
に、不妊に関する経済的支援を行う。

中央保健セ
ンター

・子育て支援センターの運営により、妊産婦の
相談支援を行う。
・ママ・パパ教室を開催する。
・妊産婦訪問指導を実施する。
・不妊検査・不育症検査・不妊治療に対する
助成を実施する。

継続 無

13102 母性保護に関する
情報の提供

妊娠・出産期等の健康支援を図るため、母子健
康手帳交付時等に、母性保護に関する各種情
報の提供を行う。

中央保健セ
ンター

妊娠届出者に母子健康手帳を交付し、各種
情報の提供を行う。 継続 無

13103 リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツに関
する啓発活動の推
進

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの普及を行うた
め、各種講座や学習機会などの情報提供を行
う。

人権推進課 ・リプロダクティブ・ヘルスライツに関する普及啓
発を行う。
・市ホームページに掲載し、情報提供を行う。

継続 無

見直し内容
所管課 令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

今後の
方向性

内容の
見直し

12106 各既存組織等を
活用した各種健康
情報の提供

各既存組織等を活用し、健康に関する情報の
提供を行う。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

内容の
見直し

見直し内容
令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性
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令和３年度実施計画

基本目標Ⅱ　男女共同参画の意識づくり
施策の柱１　男女共同参画を推進するための啓発活動の充実

施策の方向　　①あらゆる機会を活用した啓発活動の強化・情報提供の推進

事業内容 所管課

21101 男女共同参画推
進月間等における
啓発事業の実施

個人の尊厳と男女平等を基礎とした人権意識の
高揚を図り、互いの人権と多様な価値観を尊重
することの重要性について啓発を行う。

人権推進課 ・6月の男女共同参画推進月間に合わせ、市
立図書館において男女共同参画やジェンダー
平等に関する関連図書を掲示する。
・女と男いきいきネットワーク久喜と共催で、展
示会「男（ひと）と女（ひと）のつどい」を開催し、
市内で活動している女性団体を紹介する。
・「女性に対する暴力をなくす運動」（11/21～
12/1）に合わせて本庁舎1階ロビーにパネル等
を展示し、啓発を行う。

継続 有

【新型コロナウイル
ス感染症対策】
「男（ひと）と女（ひ
と）のつどい」事業
は、新型コロナ感
染拡大防止のた
め、内容を展示会
に変更する。

人権推進
課

人権推進課 ・地域で男女共同参画社会の実現を目指して
活動している団体に委託し、男女共同参画意
識を育む講座等を実施する。
・各種講座や事業において、男女共同参画に
関する啓発ビデオを上映するなど内容の充実
を図る。

継続 無

生涯学習課 市民大学「男女共同参画による社会づくり｣の
講座の実施。
高齢者大学「女性の人権｣の講座の実施。

【目標】参加率：９
０％以上
【現状】参加率：８
２％（R２実績）

継続 無

21103 情報紙や広報紙
等による男女共同
参画に関する情報
の提供

情報紙そよかぜや広報紙、久喜市ホームペー
ジなど様々な広報媒体を活用し、若年者や成人
者、高齢者など各年代の市民を対象に男女共
同参画に関する様々な情報の提供を行う。ま
た、庁内ＬＡＮを活用し、職員対象に男女共同
参画情報を配信する。

人権推進課 ・市民ボランティア編集員と協働で、男女共同
参画情報紙「そよかぜ」を作成し、全戸配布す
る。
・「そよかぜ」インターネット版を作成し、市ホー
ムページに掲載する。
・庁内掲示板を活用し、男女共同参画情報や
パンフレット・チラシ等を情報提供する。

【目標】情報紙そ
よかぜ発行回数２
回以上【現状】年
１回の全戸配布
【方法】年１回の
全戸配布に加え
て、新規に電子版
を作成して、ホー
ムページに掲載す
る。

継続 無

21104 男女共同参画を
身近に学べる機会
の提供

地域の実情にあった男女共同参画に関する理
解、認識が深められるよう市バス等を利用し、年
1、2回程度の体験学習や施設見学を行う。

人権推進課 男女共同参画１日体験学習ツアー及び
WithYouさいたま１日体験学習ツアーを実施す
る。 継続 無

21105 男女共同参画ワン
ポイント講座の実
施

セミナー委託事業や各学習会において、久喜市
の男女共同参画の取組みを短時間で紹介する
ワンポイント講座を開催する。

人権推進課 セミナー事業や体験学習ツアーなどの学習会
において、男女共同参画に関するミニ講座を
実施する。

継続 無

見直し内容

21102 男女平等意識や
男女共同参画意
識を育む講座等の
開催

男女平等意識や男女共同参画意識を育むよう
な各種講座・講演会を開催する。また、参加型
講座の設定や啓発ビデオの上映など講座内容
の充実を図る。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性

内容の
見直し

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値
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事業内容 所管課

21106 男女共同参画ミニ
白書の作成

久喜市の男女共同参画に関する現状を総括的
に把握するため、多角的な視点から男女共同
参画の現状をまとめたミニ白書を作成する。

人権推進課 ・男女共同参画ミニ白書を作成し、各種啓発
事業で配布する。
・市ホームページに掲載する。

継続 無

21107 男女共同参画関
係図書等の整備
及び各種情 報の
提供

様々な男女共同参画関連図書や資料を選書・
収集し、広く市民に情報提供を行う。さらに、リク
エストサービスや他館からの貸出し提供を実施
する。

生涯学習課 ・利用者が求める資料の購入に努め、蔵書の
充実を図る。
・幅広く資料を提供するため、類縁機関や埼玉
県内の公立図書館と連携し、迅速に対応す
る。

継続 無

施策の方向　　②男女共同参画を推進する団体等との協働体制の推進

事業内容 所管課

21201 市民参加による男
女共同参画啓発
資料の作成

市民との協働により男女共同参画啓発に関する
資料を作成する。

人権推進課 ・市民ボランティア編集員との協働により情報
紙「そよかぜ」を作成し、市内全戸配布する。
・市ホームページに掲載する。
・「そよかぜインターネット版」を作成し、市ホー
ムページに掲載する。

【目標】情報紙そ
よかぜ発行回数２
回以上【現状】年
１回の全戸配布
【方法】年１回の
全戸配布に加え
て、新規に電子版
を作成して、ホー
ムページに掲載す
る。

継続 無

21202 活動団体の支援と
PRの強化

6月の男女共同推進月間に女(ひと)と男(ひと)い
きいきネットワーク久喜との共催による事業を開
催し、団体活動の展示・発表の場を設ける等、
活動団体の支援とＰＲを行う。

人権推進課 ・「男（ひと）と女（ひと）のつどい」を内容を展示
会に変更する。
・共催事業や共生セミナー委託事業を実施す
ることにより、男女共同参画を推進する市内団
体の活動支援とPRを行う。
・市ホームページに会報や団体活動記事、団
体募集記事を掲載する。

継続 有

【新型コロナウイル
ス感染症対策】
「男（ひと）と女（ひ
と）のつどい」事業
は、新型コロナ感
染拡大防止のた
め、内容を展示会
に変更する。

人権推進
課

21203 女(ひと)と男(ひと)
いきいきネットワー
ク久喜の活動支援

男女共同参画の推進に関する市民等の主体的
な活動における団体間交流及び連携の強化並
びにネットワーク化を支援するため、女(ひと)と男
(ひと)いきいきネットワークの男女共同参画を推
進する活動に対する支援を行う。

人権推進課 ・男女共同参画を推進する活動を行う市民団
体やいきいきネットワーク久喜の活動を支援す
る。 継続 無

21204 活動団体への活
動拠点の提供

ふれあいセンター久喜に利用団体として登録し
ている女性団体に対し、活動の拠点（女性団体
活動支援事業室）の提供を図る。

社会福祉課 女性団体活動支援事業室を整備し、市内の利
用登録女性団体の活動拠点として場の提供を
行う。

継続 無

21205 セミナー・講演会
等委託事業

男女共同参画に関するセミナー、講演会等の企
画・運営・報告まで行う団体等を公募し、委託に
より事業を実施する。

人権推進課 ・地域で男女共同参画社会の実現を目指して
自主的に活動している市民団体に委託し、男
女共同参画意識を育む講座等を実施する。

継続 無

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

今後の
方向性

見直し内容
取組み

NO
取組み名 取組み内容 所管課

今後の
方向性

内容の
見直し

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

内容の
見直し

見直し内容
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施策の柱2　男女平等教育の推進

施策の方向　　①教育の場における男女平等教育の推進

事業内容 所管課

保育課 園児の呼名や日常の言葉遣い、保護者欄の
記入などにおいて、男女平等に配慮する。 継続 無

学務課 園児名簿、園生活での活動、グループ編成、
学用品の選別等、男女平等の視点に立ち作
成及び選定を行う。

園児の学用品、
名簿、行事等につ
いて男女の別なく
選定、計画する。

継続 無

指導課 男女混合名簿使用の定着を図り、教育活動全
般において、男女共同参画の視点に立った指
導を実践する。 継続 無

保育課 保育所の保育方針「個性を伸ばし、一人ひとり
を大切にする保育」に基づき、一人ひとりの個
性を生かす生活指導を実施する。

継続 無

学務課 一人ひとりの個性を尊重し、発揮できる場を大
切にしながら、集団生活のなかでお互いの思い
を受け入れあえるよう援助する。

指導計画のねら
いに位置付け、継
続して指導する。

継続 無

指導課 役割分担等、性差の意識を排除し、個の能力
に応じ適切な指導を実践する。 継続 無

人権推進課 男女平等や男女共同参画に関する事業や講
座などのチラシなどを配布し、周知する。 継続 無

保育課 ・園だよりや保護者会・懇談会において「子育て
は、両親が協力して行うこと」の大切さを伝える
ことで、男女平等や男女共同参画についての
啓発を行う。

継続 無

指導課 学校だよりや道徳通信、学校HP等を活用した
情報発信により、適切な指導に取り組めるよう
支援する。

継続 無

生涯学習課 家庭教育学級や子育て講座の実施について
周知し、男女平等、家族の大切さについて啓
発を図る。

継続 無

見直し内容取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性

内容の
見直し

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

22101 人権尊重及び男
女共同参画の視
点に立った男女平
等教育の推進

男女平等の視点に立って、園児や児童生徒の
呼名、班編成、学用品の選定、日常の言葉遣
い、運動種目、保護者欄の記入などについて見
直しを行うとともに、各種名簿等への男女混合
名簿の使用を拡大し、人権尊重及び男女共同
参画の視点に立った男女平等教育の推進を図
る。

22102 一人ひとりの個性
を生かす生活指導
等の実施

人権尊重に基づき、様々な学校行事、課外活
動、進路指導、生活指導などにおいて、一人ひ
とりの個性を生かす指導を実施する。

22103 保護者に対する意
識啓発の充実

保護者に対し、男女平等や男女共同参画に関
する啓発チラシやパンフレットを配布するなどの
意識啓発を行う。

ＰＴＡや保護者会を通して、男女平等や家族の
絆の大切さ等について啓発を行う。
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事業内容 所管課

指導課 服務出前研修を実施し、学校現場における男
女共同参画の必要性を伝える。 継続 無

保育課 保育現場における男女平等や男女共同参画
に関する研修会に参加する。 継続 無

学務課 幼稚園の職員会議、行事運営、ＰＴＡ活動等
の計画立案の際に、配慮する。

【目標】研修会参
加や職員会議等
での意識向上を
図る。

継続 無

施策の方向　　②生涯におけるジェンダーの視点をもった平等教育の推進

事業内容 所管課

人権推進課 １日体験学習バスツアーやWithYouさいたま体
験学習ツアー、共生セミナーなどにおいて、男
女共同参画に関する講座を実施する。

継続 無

中央公民館 市民を対象にした「人権講座」を開催する。
継続 無

22202 青少年向け啓発
の実施

男女平等意識や男女共同参画意識の定着を
図る為、青少年向けの啓発チラシやパンフレット
を配布する。

人権推進課 青少年を対象としたデートＤＶなどのチラシやパ
ンフレットを市のイベント等で配布する。 継続 無

22203 メディア・リテラシー
の向上につながる
啓発活動の推進

メディアが送り出す男女の固定的なイメージの情
報や、女性の性的側面の強い表現などを、無批
判に受け入れるだけでなく、それらの情報を主体
的に読み解き、選択し、使いこなす力（メディア・
リテラシー）を身につけるための啓発活動を推進
する。

人権推進課 市ホームページに埼玉県発行の「男女共同参
画の視点から考える表現ガイド」を掲載し、啓
発する。

継続 無

22204 社会的性別（ジェ
ンダー）の視点に
立った各種情報や
学習機会の提供

固定的役割分担意識の解消や社会的性別
（ジェンダー）の視点に立った意識の定着化につ
ながるような各種情報や学習機会を提供する。

人権推進課 ・情報紙そよかぜの全戸配布や男女共同参画
ミニ白書を作成し、配布する。
・市ホームページに掲載するなど、情報提供を
行う。

継続 無

見直し内容
所管課 令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

今後の
方向性

内容の
見直し

見直し内容
取組み

NO
取組み名 取組み内容 所管課

今後の
方向性

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

内容の
見直し

22201 男女共同参画の
視点に立った講座
の開催

各種学習機会の中で、男女平等の視点を取り
入れた講座や、男女共同参画の視点に立った
講座を開催する。

22104 教職員などへの男
女共同参画に関
する意識啓発の推
進

教職員や保育士に対し、男女平等や男女共同
参画に関する意識啓発及び研修の充実を図
る。

取組み
NO

取組み名 取組み内容
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施策の柱3　国際理解の推進

施策の方向　　①国際交流の推進と外国人に対する支援

事業内容 所管課

23101 地域における国際
交流の推進

行政と国際交流団体等との協働関係を構築す
るとともに、その団体に対する活動支援を行う。
また、外国籍市民との交流や、ホームステイの
受け入れなど、外国人との交流機会の拡充を図
る。

市民生活課 ・埼玉県ワンナイトステイ事業
　日本語国際センター研修生のホームステイ
の受入家庭を斡旋

継続 有

【新型コロナウイル
ス感染症対策】
姉妹都市（ローズ
バーグ市）との交
流事業は実施し
ない

市民生活
課

23102 外国人への情報
提供の充実

外国人が快適な生活が送れるよう、保健行事
日程表や生活ガイドブック・健康や基本的生活
に係る資料等、外国語による生活情報の提供の
充実を図る。また、公共サインの英文字併記表
示や公共施設案内板の設置、さらに日本語教
室の充実等に努める。

市民生活課 ・外国籍市民支援事業
　外国籍市民のための日本語教室を業務委託
により実施

日本語教室参加
者数
【目標】参加者数
115人
【現状】R2参加者
数146人
【方法】授業内容
や周知方法を見
直し、新規の参加
者を増やす。

継続 無

見直し内容取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

内容の
見直し
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令和３年度実施計画

基本目標Ⅲ　あらゆる分野に男女が共同参画できる体制づくり
施策の柱１　　政策・方針決定の場における男女共同参画の推進

施策の方向　　①行政委員会及び審議会等における男女共同参画の推進

事業内容 所管課

31101 いきいき女性会議
の開催
【隔年開催】

個人の尊厳と男女平等を基礎とした人権意識の
高揚を図り、互いの人権と多様な価値観を尊重
することの重要性について啓発を行う。

人権推進課 ・令和3年10月25日にいきいき女性議会を開
催する。
・議会の様子や質問・答弁内容を広報紙、
ホームページなどで周知する。 継続 無

31102 政策参画講座の
開催の情報提供

女性の政策・方針決定の場への参画を推進す
るため、政策参画講座開催の情報提供を行う。

人権推進課 埼玉県女性キャリアセンターや関係機関が開
催する各種講座などの情報提供を行う。 継続 無

31103 女性登用の推進 市の政策・方針決定過程における両性の偏りの
ない審議会運営を目指すため、各審議会等に
おいて積極的に男女の均衡を図り、女性委員ゼ
ロの審議会等の解消を目指し、全体の審議会等
の女性登用率が４０％以上を達成できるよう関
係各課へ働きかける。
また、女性委員登用状況調査を、年２回実施し
て、その結果を広報紙等により公表する。

人権推進課 ・審議会等の委員における女性登用率調査を
年2回（4月、10月）実施し、公表する。
・女性登用率が30％を下回る審議会等に対
し、目標を達成するよう関係課に働きかける。

継続 無

31104 女性の登用推進
に関する要綱の遵
守

「久喜市審議会等の委員の女性の登用推進に
関する要綱」の周知徹底を図るとともに、委員選
任時における男女共同参画人材リストの活用
や、団体等への委員選任依頼時における女性
委員推薦協力依頼の実施など関係各課へ働き
かける。

人権推進課 ・審議会等の委員における女性登用率調査を
年2回（4月、10月）実施する。
・女性登用率が30％を下回る審議会等を所管
する関係課に対し要綱を遵守するよう働きかけ
る。
・男女共同参画人材リストの登録・活用につい
て周知する。

継続 無

31105 男女共同参画人
材リストの活用

男女共同参画人材リストの活用を図るため、庁
内各所属所に活用を促すとともに、市内公共施
設に公開用人材リストを設置し、広く市民に周知
を図る。
また、各所属所において審議会等委員選任時
や市主催の講演会・講座等の講師を選定する
際に、積極的に活用するよう促す。

人権推進課 ・庁内掲示板を利用し、審議会委員選任時
や、事業の講師を選定する際に男女共同参画
人材リストを活用するように促す。
・市内公共施設に公開用人材リストを設置し、
広く市民に周知を図る。

継続 無

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

内容の
見直し

見直し内容
取組み名 取組み内容 所管課

今後の
方向性

取組み
NO
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事業内容 所管課

市民生活課 附属機関の委員の選任において、選任協議の
際、男女いずれの委員数も委員総数の30％
以上を達成しているか確認を行う。

継続 無

人権推進課 ・審議会等の委員における女性登用率調査を
年2回（4月、10月）実施し、公表する。
・女性登用率が30％を下回る審議会等に対
し、目標を達成するよう働きかける。

継続 無

施策の方向　　②行政における女性職員の職域拡大と管理職への登用推進

事業内容 所管課

31201 女性職員の職域
拡大及び職務分
担の見直し

行政職員の職域拡大の観点から、従来の慣行
手的職員配置を見直し、人事異動や課内部で
の職務分担の変更に努める。

人事課 ・性別にとらわれない人事異動を実施し、女性
職員の職務の拡大に努める。
・新任課長級研修等において、各所属長に対
して、女性職員の職務分担の見直しを依頼す
るなど、女性職員の職務経験の拡充に努め
る。

継続 無

31202 女性職員の管理
職への登用推進

女性の幹部職員としての育成を図りながら、管
理職への積極的な登用に努める。

人事課 人事異動では、柔軟な発想や新たな視点が生
まれやすい職場環境を構築するため、管理職
への女性登用や専門職の人材確保を図る。

【目標】管理職（課
長補佐級以上）に
占める女性職員
の割合25%以上
（R7年4月1日ま
で）【現状】R3.4.1
現在の管理職に
占める女性職員
の割合20.9%

継続 無

31203 職員研修への参
加推進

女性職員の能力が発揮できるよう、政策立案研
修などの職員研修への女性職員の参加推進に
努める。

人事課 職員の資質向上を図るため、職員研修の実施
及び派遣研修の実施に関する情報提供を行
い、各種職員研修への参加・派遣について、性
別にとらわれることなく多くの職員が参加できる
よう、研修機会の確保を図る。

【目標】各種研修
への女性職員の
参加割合35%以
上【現状】R2年度
各種研修への女
性職員の参加割
合39.7%

継続 無

人事課 ・女性職員のキャリアプラン形成を図るため、
市独自研修として女性職員キャリアアップ研修
を実施する。
・メンター制度を実施することで、女性職員の
活躍推進に向けた体制整備を推進する。
・幹部候補生を対象とする自治大学校の研修
に女性職員を派遣する。

継続 無

人権推進課 ・国や県、関係機関などで開催する講座等の
情報を関係部署に提供する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。

継続 無

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

今後の
方向性

内容の
見直し

見直し内容

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

31106 「久喜市市民参加条例」に規定されている、附
属機関の委員の選任における男女の構成比率
（男女いずれかの委員数も委員総数の３０％以
上）を遵守するよう関係各課へ働きかける。

取組み内容

31204

取組み
NO

働く女性のための
ステップアップ支
援

取組み名 所管課
今後の
方向性

内容の
見直し

女性職員を対象に、様々な不安を解消するため
の研修やメンター制度等を実施するとともに、講
座の情報提供等を図る。

一附属機関に置け
る男女の構成比率
の遵守

見直し内容
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施策の柱２　　仕事と家庭の両立支援の推進

施策の方向　　①男女が共に能力を発揮できる職場環境づくり

事業内容 所管課

32101 労働に関する法制
度等の普及・啓発

事業所に対して、改正男女雇用機会均等法な
ど、労働に関する様々な法制度を啓発するとと
もに、男女就業者が共に仕事と家庭の両立が図
れるよう、労働時間の短縮やフレックスタイム制
の導入などについて、普及啓発を図る。また、
パートタイム労働者の雇用改善に関する情報を
提供する。

久喜ブランド
推進課

労働関係機関からのチラシやパンフレット等を
窓口等に配架するほか、市ホームページでも
情報提供を行う。

継続 無

人権推進課 ・市内事業所を対象とした事業者セミナーを開
催する。
・育児休業などの法律や制度など女性が働き
やすい就労環境の整備に関する情報を市ホー
ムページに掲載し、情報提供する。

継続 無

久喜ブランド
推進課

労働関係機関からのチラシやパンフレット等を
窓口等に配架するほか、市ホームページでも
情報提供を行う。

継続 無

32103 事業者向け啓発
活動の推進

事業所との協働による男女協働参画を推進す
る環境づくりを進めるため、市内事業所を対象に
男女共同参画に関する情報提供や仕事と家庭
の両立支援、イクボスなどをテーマとする講座を
開催する。

人権推進課 市内事業所を対象とした事業者セミナーを開
催を開催する。

継続 無

32104 女性管理職登用
についての啓発

事業所に対して、女性管理職登用の促進啓発
として、ポジティブ・アクションに関する情報提供
を行う。

人権推進課 ・市内事業所を対象とした事業者セミナーを開
催する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。 継続 無

施策の方向　　②女性がチャレンジできる環境づくりへの支援

事業内容 所管課

32201 再就職支援講座
の開催及び情報の
提供

女性の職域拡大や現在離職中であって再就職
を希望する女性の再就職等を支援するため、再
就職支援講座の開催や他機関の開催につい
て、情報提供する。

人権推進課 ・埼玉県女性キャリアセンター等関係機関が開
催する各種講座のチラシやパンフレットを窓口
に配架し、情報提供する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。

継続 無

32202 能力開発講座（労
働講座）に関する
情報の提供

県など関係機関と連携して、女性の職業技術取
得や女性の能力開発につながる講座（労働講
座）に関する情報提供を行う。

久喜ブランド
推進課

労働関係機関からのチラシやパンフレット等を
窓口等に配架するほか、市ホームページでも
情報提供を行う。 継続 無

32203 就労に関する情報
の提供

内職相談において、家内就労に関する情報の
提供と斡旋をする。

久喜ブランド
推進課

毎週火・金曜日の１０時から１６時に内職相談
を開催する。

継続 無

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

32102

取組み
NO

内容の
見直し

見直し内容
取組み名 取組み内容

職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止や
女性の健康管理対策の推進、育児休業や長時
間労働の見直しなど、法律や指針の周知を図
り、女性が働きやすい就労環境の整備の啓発に
努める。

内容の
見直し

取組み
NO

見直し内容

所管課
今後の
方向性

所管課
今後の
方向性

取組み名 取組み内容

女性が働きやすい
就労環境の整備
の啓発
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事業内容 所管課

人権推進課 ・人権相談・女性相談及び女性の悩み相談（カ
ウンセリング）を実施する。
・労働に関する相談に対して相談機関を案内
する。
・関係機関の相談窓口を周知する。

継続 無

久喜ブランド
推進課

内職相談の日程を市広報に掲載するほか、ハ
ローワークからの求人情報を本庁舎・各支所に
配架する。

継続 無

女性の起業支援のための講座の案内や、時間
や場所にとらわれないテレワークなどの多様な就
労形態に関する様々な情報を提供する。

人権推進課 ・WithYouさいたま等関係機関が開催する各種
講座のチラシやパンフレットを窓口に配架し、情
報提供する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。

継続 無

起業を目指す女性を支援するため、資金や経
営、技術などに関する関係機関の支援事業及
び支援実施機関の情報提供を行う。

久喜ブランド
推進課

久喜市商工会との共催による創業者向けセミ
ナー（創業塾）をはじめ、県等が開催する各種
セミナーの周知等を行う。

継続 無

32206 農業に従事する女
性への支援

農業に従事する女性の労働負担を軽減し、働き
やすい就業環境をつくるため、家族協力が得や
すくなるよう啓発活動を推進するとともに、家族
経営協定の普及を図る。
また、農業経営に必要な知識や技能を修得す
るための研修などに関する情報提供を行う。

農業振興課 ・認定農業者の申請時において、女性が働き
やすい就業環境をつくるため、家族経営協定
の締結を働きかける。
・埼玉県が実施する、女性農業者向け事業
（農業版ウーマノミクス事業）について、市ホー
ムページ等を通じて開催を周知する。

継続 無

32207 働く女性及び再就
職希望者への支
援事業

働いている女性の悩みや、働きたいまたはチャレ
ンジしたいと希望する女性のための講座や相談
機会の情報を提供し、支援を行う。

人権推進課 ・埼玉県女性キャリアセンター等関係機関が開
催する各種講座のチラシやパンフレットを窓口
に配架し、情報提供する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。

継続 無

見直し内容
令和３年度実施計画

令和３年度
目標値

取組み
NO

取組み名 取組み内容

32205 女性の起業支援
の充実

32204 就労相談事業の
充実

労働に関する相談機関等の周知に努める。

所管課
今後の
方向性

内容の
見直し
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施策の方向　　③家庭における男女共同参画を推進する啓発活動の充実

事業内容 所管課

子ども未来
課

久喜・栗橋・鷲宮の各地域子育て支援セン
ターにおいて、家族で参加しやすいように土曜
日にイベントを実施する。（各支援センターとも
年３回程度）

継続 無

中央保健セ
ンター

ママ・パパ教室を父親・母親ともに参加しやすい
土曜日や日曜日に開催する。 継続 無

よりよい家庭環境づくりを推進するため、親子や家族
単位で活動する機会が増えるよう、親子や家族で参
加できるスポーツ大会や教室などを開催する。

スポーツ振
興課

久喜マラソン大会等の親子や家族で参加で
きるスポーツ大会や教室などを開催する。 継続 無

施策の方向　　④男性の家事、育児、介護への参加支援

事業内容 所管課

32401 男性に対する啓発
の推進

男性が参加しやすいテーマや時間帯に配慮した
講座の開催など、男性に対する啓発活動を推
進する。

人権推進課 ・各種講座等を開催する関係課に男性も参加
しやすいテーマや開催日時に配慮して実施す
るよう、働きかける。

継続 無

子ども未来
課

・地域子育て支援センターと子育てネットワーク
との協働事業における父親参加型事業を実施
する。
久喜支セ：「くきパパ」
鷲宮支セ：「お父さんのヤキイモタイム」
・児童センターは「お父さんといっしょ」を年3
回、手遊びやふれあい遊び、製作などを実施。
・鷲宮児童館は、年1回、父親も参加しやすい
よう日曜日に親子で遊べる事業を実施。

継続 無

保育課 父親も参加しやすい運動会や保育参観等の行
事を実施する。

【目標】参加率
70％以上【現状】
参加率78.6％【方
法】父親の運動会
参加率を集計す
る。

継続 無

母子健康手帳の交付に併せ、父子健康手帳の
配布、ママ・パパ教室での育児学習を通じて、父
親の育児参加を促す。

中央保健セ
ンター

母子健康手帳の交付に併せ、父子健康手帳
を配布する。ママ・パパ教室を父親・母親ともに
参加しやすい土曜日や日曜日に開催する。

継続 無

32403 育児・介護休業法
等の制度の周知

仕事と育児や介護を両立していくための支援制
度などの情報提供を行う。

人権推進課 ・制度に関する案内チラシなどを窓口カウン
ターに配架する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。

継続 無

内容の
見直し

見直し内容
今後の
方向性

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

よりよい家庭環境づくりを推進するため、親子や
家族で参加できる講座等を開催する。

取組み内容 所管課

父親がイベントや行事、講座を通して子どもとふ
れあうことで、子育ての喜びや楽しみを見出す機
会の充実を図り、父親の子育てへの参加を促進
する。

所管課

取組み
NO

取組み
NO

32402

取組み名

父親の子育て参
加の促進

32301

取組み名 取組み内容

家族で参加できる
行事や講座等の
開催

内容の
見直し

見直し内容今後の
方向性

14



施策の方向性　　⑤子育てと介護の支援

事業内容 所管課

保育課 ・運動会等の行事を土日に開催するなど、開
催日時や開催時間などを配慮する。 継続 無

学務課 【栗橋幼稚園】
・土曜参観6月5日(土)・夕涼み会7月10日
(土)
・運動会10月9日(土)
【中央幼稚園】
・夏のお楽しみ会7月17日（土）
・運動会10月9日（土）

【目標】参加率
90％以上
【現状】中央幼稚
園93.5%、栗橋幼
稚園90.0％
【方法】
土日開催の行事
については、年度
当初に通知する。

継続 有

【中央幼稚園】
6月開催の「親子
で遊ぼう」は、平日
開催を希望する
保護者もいるた
め、土日以外の平
日も開催する。

学務課

指導課 授業日数の確保も含め、各学校ごとに土曜授
業の適切な実施や、行事等の位置づけを通し
て、オンラインも含めた保護者が参加しやすい
開催日時や在り方を計画していく。

【目標】実施校３３
校
【現状】３３校
【方法】土曜授業
における公開授
業・学校公開の実
施

継続 無

32502 放課後児童健全
育成事業の充実

小学校の児童をもつ保護者が安心して働けるよ
う、放課後児童健全育成事業の充実を図る。

保育課 市内全小学校に放課後児童クラブを設置す
る。 継続 無

子ども未来
課

・親子が遊びに来て自由に交流できる場を提
供する。
・子育てに関する情報の提供や相談を実施す
る。

継続 無

学務課 【2園共通】
・園庭開放
・PTA除草作業
・保育参加

【目標】参加率
80％以上
【現状】R2除草作
業参加実績75％ 継続 有

【新型コロナウイル
ス感染症対策】
新型コロナウイル
ス感染防止のた
め、人数、回数に
ついては、変更等
がある。

見直し内容

子育て中の保護者等を支援するため、子どもや
その保護者が気軽に利用し、交流を深めること
のできる場を提供する。

就労している保護者も学校行事等に参加しやす
くなるよう、保育・授業参観、保護者会等の行事
を土日に開催するなど、開催日時や開催時間
などを配慮する。

所管課取組み内容

32501 保護者の行事等
への参加に対する
配慮

32503 子育てを支援する
交流の場の提供

取組み
NO

取組み名
今後の
方向性

内容の
見直し

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値
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事業内容 所管課

保育課 0歳児保育、延長保育、休日保育、一時保
育、障がい児保育、病児・病後児保育の保育
サービスを実施する。

継続 無

学務課 【幼稚園】
預かり保育の実施

【目標】通常保育
後の預かり保育実
施
年間192日
【現状】R2実績
190日

継続 無

親と子のふれあいや赤ちゃんと絵本を開く時間
の楽しさを広め、体験するブックスタート事業を４
か月児健康診査時に実施する。

生涯学習課 中央・菖蒲・栗橋・鷲宮地区の各保健センター
で実施している４か月児健康診査時に、絵本を
通じて親子のふれあいを深め、絵本の楽しさと
ブックスタートの意義について保護者に説明
後、ブックスタートパック（絵本１冊、アドバイス
集、布バッグ等）を手渡す。併せて図書館で作
成した「おすすめ絵本リスト」を配布し、リストに
掲載している絵本の紹介と読み聞かせを実施
し、親子での図書館の利用促進に取り組む。

【目標】実施回数
中央図書館12回
菖蒲図書館  6回
栗橋図書室1０回
鷲宮図書館12回
【現状】実施回数
中央図書館12回
菖蒲図書館  ５回
栗橋図書室1０回
鷲宮図書館12回
【説明】
回数は４ヶ月児健
康診査回数に準
ずる。

継続 無

子育てしやすい環境を整備するため、ファミリー・
サポート・センターによる相互援助活動や子育て
支援ホームヘルパーの派遣、子ども医療費支給
など、多様なサービス提供から経済的な支援ま
で、きめ細かな支援を充実する。

子ども未来
課

・各ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰで、会員の相互援助
活動支援、講座を実施。
・出産直後の利用を希望する母親に対し、ホー
ムヘルパーを派遣し、家事育児援助を行う。

継続 無

子ども未来
課

【児童センター】
・育児教育（0・1歳児）年8回実施。保健師、栄
養士の講話などで育児不安の解消及び保護
者同士の交流の場を提供。
・幼児教室（2・3歳児）年8回実施。親子で手
遊び、歌等を通しての身体表現や様々な素材
を使用して表現活動を行う。
・お父さんといっしょ年3回実施。手遊びやふれ
あい遊び、製作などを通して親子の交流の場を
提供。
【鷲宮児童館】
・幼児クラブ（H30.4.2～R2.4.1生）5回、プチラ
ンド12回、わくわくランド4回を予定し、リズム遊
びや運動遊び等の親子で楽しむ講座を実施。

継続 無

しょうぶ会館 ほほえみクラブ事業を毎月１回開催
継続 無

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

今後の
方向性

内容の
見直し

見直し内容

32504 多様な保育サービ
スの充実

保護者の保育ニーズにあった多様な保育サービ
スの充実を図る。

児童センターや児童館において、児童の健全な
遊びの場を確保するとともに、育児教室や幼児
教室など、子育ての楽しさを体験できるような講
座等の充実を図る。
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事業内容 所管課

子ども未来
課

・各種援護制度を広報に掲載する。
・子育て支援センター等で子育て相談事業の
実施。

継続 無

保育課 保育園において随時育児相談を実施する。
継続 無

中央保健セ
ンター

乳幼児健診や相談・教室、訪問指導を実施す
る。 継続 無

介護者のための相
談・支援

要介護認定者やその家族の相談や苦情に対応
するとともに、市として介護サービスの質の向上
を図る。

高齢者福祉
課

高齢者、家族等からの相談に対し、関係機関
と連携しながら、必要な支援を行う。 継続 無

介護保険課 要介護（要支援）認定者宅へ架電する電話相
談や、来庁者に対する窓口相談を実施し、介
護サービスの利用について相談に応じるととも
に、利用状況の把握に努める。

相談件数
【目標】1,480
【現状】1,729(R2
年度実績） 継続 有

【新型コロナウイル
ス感染拡大防止
のため】認定者宅
や施設への訪問
を中止し、電話や
窓口相談へ変
更。

介護保険
課

人権推進課 ・制度の利用促進につながる案内チラシなどを
窓口カウンターに配架する。
・市ホームページに掲載し、情報提供する。

継続 無

久喜ブランド
推進課

県などと連携し、女性向け就労支援セミナーを
開催する。
また、事業者向けのアンケート実施時に各種制
度の周知を図る。

継続 無

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

今後の
方向性

内容の
見直し

見直し内容

家庭と仕事の両立を支援するため、様々な労働
に関する制度等の普及に努め、男女共に積極
的に活用するよう制度の活用促進を図る。

32506

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課

32505 子育て家庭への
相談支援及び各
種情報提供等の
充実

子どもが心身ともに健やかに育まれるよう、子育
て相談事業を充実するとともに、育児不安や育
児の孤立化を防ぐため、各種検診や乳幼児相
談・教室・母子訪問指導などの母子保健事業を
充実する。また、ひとり親家庭等の経済的自立と
福祉の向上を図るため、児童扶養手当制度や
ひとり親家庭等医療費支給事業等の各種援護
制度の周知及び利用促進を図る。

32507 育児休業・介護休
業制度など労働に
関する制度等の普
及並びに活用促
進
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施策の柱３　　地域・社会活動における男女共同参画の推進

施策の方向　　①男女が共に担う地域社会づくりの推進

事業内容 所管課

社会福祉課 ふれあいセンター久喜内に女性団体活動支援
事業室を整備し、女性団体の活動拠点の場の
提供を行う。

継続 無

スポーツ振
興課

市内小中学校の運動場及び体育館を開放
し、地域活動や団体活動の場を提供する。 継続 無

33102 市民活動の推進 市民活動を行う団体に対して情報提供などを行
うことで、市民活動の推進を図る。

市民生活課 市ホームページにおいて、市民活動団体の活
動内容等を紹介する。
イベント等がある場合は、広報誌への掲載依頼
や市民活動情報コーナーへのチラシの配架を
行う。

市民活動登録団
体数
【目標】178団体
【現状】178団体
市ホームページに
おいて、活動内容
等を紹介する。

継続 無

中央保健セ
ンター

生活習慣病予防に関する健康教育や健康相
談を実施する 継続 無

スポーツ振
興課

男女が健康な生活が送れるように、スポー
ツ・レクリエーション事業を実施する。 継続 無

33105 あらゆる人の地域
活動への参画支
援

高齢者や障がい者、子育て家庭など、あらゆる
人が男女偏りなく共同して地域活動に参画でき
るよう働きかけるとともに、女性が地域の住民組
織リーダーとして活躍できるよう、男女共同参画
にかかわる啓発活動を広く積極的に行う。

人権推進課 「男（ひと）と女（ひと）のつどい」や１日体験学習
バスツアー、WithYouさいたま体験学習ツ
アー、共生セミナー等の事業の実施により、啓
発を行う。

継続 無

見直し内容

33101 地域活動の拠点と
なる施設の環境整
備

男女が地域活動に積極的に参加できるよう、地
域での交流活動の拠点となる施設の環境整備
を行う。また、学校教育に支障のない範囲で小・
中学校の運動場（校庭）及び屋内運動場（体育
館）を開放し、地域活動の場の提供を行う。（学
校体育施設開放事業）

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後の
方向性

内容の
見直し

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

健康づくり、スポー
ツ・レクリエーション
事業の充実

33104 男女が地域の中で自立して健康な生活を送れ
るよう、健康づくり事業やスポーツ・レクリエーショ
ン活動の充実を図る。
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施策の方向　　②安心して暮らせる地域づくり

事業内容 所管課

高齢者福祉
課

市内５か所の地域包括支援センターにおいて、
高齢者、介護者等から受けた相談に対応し、
必要な支援を行う。

相談件数【目標】
延べ件数：
27,000件
【現状】28,382件
【方法】地域包括
支援センターの職
員が、高齢者やそ
の家族等の相談
に応じる。男女比
を目標数値にする
ことは難しいが、男
女問わず、相談し
やすいような対応
をするよう心がけ
る。

継続 無

障がい者福
祉課

・久喜市障がい者生活支援センターにおいて、
引き続き相談支援事業を委託により実施す
る。
・久喜市自立支援協議会において、相談支援
体制の連携及び充実を図る。

継続 無

高齢者福祉
課

介護者の負担を軽減することを目的に「家族介
護講演会」を開催する。

継続 無

障がい者福
祉課

・障がい者就労支援事業を委託により実施し、
障がい者の就労全般にわたる支援や相談を実
施する。
・フレンドシップ学級を実施し、就労経験のある
知的障がい者の余暇活動を支援する。

継続 無

33204 母子生活支援施
設入所事業

生活上の様々な問題により、児童の養育が十分
にできない母と、その児童を母子生活支援施設
に保護し、自立を支援する。

子ども未来
課

生活上の様々な問題により、児童の養育が十
分にできない母と、その児童を母子生活支援
施設へ入所委託し、自立を支援する。

継続 無

33205 助産施設入所事
業

経済的理由により、入院助産を受けられない妊
産婦を保護し、助産施設において助産を実施す
る。

子ども未来
課

経済的理由により、入院助産を受けられない
妊産婦から相談を受けた場合は、助産施設へ
入所委託し、助産を実施する。

継続 無

今後の
方向性

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

33202 高齢者、障がい者
等への相談支援
の充実

高齢者、障がい者、介護者等の日常生活及び
権利擁護等に関する相談・支援体制の充実を
図る。

33203 高齢者、障がい者
の自立支援及び
社会参加活動の
推進

男女共同参画の視点に立ち、高齢者や障がい
者の社会参加を促進するため、就労支援や余
暇活動支援等、多様なニーズに応じた各種取
組みの充実を図る。
また、分野別計画に基づく福祉サービスを充実
させ、高齢者や障がい者の心身の健康の増進を
図るとともに、家庭における介護の負担の軽減や
仕事と家庭の両立を支援する。

内容の
見直し

見直し内容取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
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施策の方向　　③防災における男女共同参画の推進

事業内容 所管課

33301 防災等に配慮した
まちづくりの推進

自然災害などから市民の生命や財産を守り、安
全な生活環境を整備するため、防災等に配慮し
たまちづくりを推進する。

消防防災課 防災行政無線をはじめとする、市民及び職員
の災害時における情報伝達手段の整備、適切
な運用、管理を行う。また、地域防災計画を実
情に即した内容へ見直しを行う。

継続 無

33302 女性の視点を取り
入れた防災訓練
の実施

災害発生時の被害を最小限にとどめるため、
市、防災関係機関、市民及び事業所等が災害
に対応できる体制を目指し、各種訓練を実施す
る上で性別による役割分担意識を見直し、女性
への配慮など男女共同参画の視点を取り入れ
て防災に関する意識の高揚と知識の向上を図る
機会を提供する。

消防防災課 新型コロナウイルス感染症を考慮し、防災関係
機関及び市民が参加する市総合防災訓練を
実施する。避難所運営の際はスペースの振り
分け等による女性への配慮など、女性の視点
を取り入れた訓練を実施する。

継続 無

33303 自主防災組織の
育成支援

地域の自主防災活動を促進し、地域防災力の
向上を図るため、自主防災組織の結成及び育
成・強化を積極的に推進し、女性の参画促進や
女性リーダーの育成にも努める。

消防防災課 自主防災組織の設立に関する説明や、各補助
金（設立・資機材購入・防災訓練実施）の交付
を行う。その他、自主防災組織リーダー養成講
座では、女性の参加も呼びかけ、女性リーダー
育成を目標とする。

【目標】組織率
85.0％
【現状】79.6%
（R3.3.31現在） 継続 無

見直し内容
所管課

今後の
方向性

内容の
見直し

取組み
NO

取組み名 取組み内容 令和３年度実施計画
令和３年度
目標値
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令和３年度実施計画

基本目標Ⅳ　性別による暴力のないまちづくり
施策の柱１　　性別による暴力の根絶に向けた啓発

施策の方向　　①配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発及び被害者への対応

事業内容 所管課

41101 配偶者等に対する
暴力の根絶に向け
た啓発 活動 の推
進

個人の尊厳と男女平等を基礎とした人権意識の
高揚を図り、互いの人権と多様な価値観を尊重
することの重要性について啓発を行う。

人権推進課 ・広報くき、市ホームページ、チラシ等で人権
相談・女性相談及び女性の悩み相談事業を周
知する。
・各種相談機関の周知カード等を公共施設及
び包括連携協定先等に配架し、市ホームペー
ジにも掲載する。
・市ホームページにて配偶者等に対する暴力
を根絶するための意識啓発を行う。

継続 無

41102 Ｄ Ｖ 相 談 対 応 マ
ニュアルの活用

相談担当者向け対応マニュアルの活用を図るこ
とにより、被害者の置かれた状況に応じた適切
な対応を行う。

人権推進課 ・相談担当職員を対象に「DV相談対応マニュ
アル」等を活用し、適切な対応ができるよう共
通認識を図り、相談者に寄り添った対応を行
う。

継続 無

施策の方向　　②若年者に対する予防啓発の推進

事業内容 所管課

41201 デートＤＶ防止に向
けた啓発活動の推
進

ＤＶは配偶者だけではなく、若い恋人の間でも発
生するという認識に立ち、若年者向けのＤＶ防止
普及啓発資料の作成や保護者対象のＤＶ防止
に関する講座の開催など、若い男女間の暴力の
防止に向けた啓発活動を推進する。

人権推進課 デートＤＶなどのチラシやパンフレットを窓口カウ
ンターや1階ロビーに配架するとともに市のイベ
ント等でも配布し、市民に対する啓発を行う。 継続 無

41202 保護者に対する意
識啓発の充実

保護者会や公開授業を通して、男女平等や家
族の絆の大切さ等について啓発を行う。

指導課 学校だよりや道徳通信、学校ホームページ等
を活用した情報発信により、適切な指導に取り
組めるよう支援する。また、適宜オンライン等も
活用し、意識啓発の機会を充実させる。

継続 無

令和３年度
目標値

所管課
今後
の
方向

取組み
NO

取組み名 取組み内容

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後
の
方向

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

令和３年度実施計画
内容の
見直し

見直し内容

内容の
見直し

見直し内容
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施策の柱２　　被害者のための相談体制と支援体制の充実

施策の方向　　①被害者のための支援・相談体制の充実

事業内容 所管課

42101 女性相談事業の
充実

配偶者等からの暴力に関すること、夫婦や家族
に関することなど女性の悩みごとについて相談し
やすい環境整備を進めるため、「人権・女性相
談」及び「女性の悩み（カウンセリング）相談」を
実施する。
女性にかかる相談に適切に対応するため、関係
機関等との連携を深め、女性相談事業の充実
を図る。「女性の悩み（カウンセリング）相談」につ
いては、毎月2回（第1・第3金曜日）実施のほか
に日曜日に特設相談を実施する。

人権推進課 人権相談・女性相談及び女性の悩み（カウンセ
リング）相談事業を実施する。

【目標】利用率
80％以上
【現状】R2利用率
66.3％
【方法】希望者に
キャンセル待ちの
案内をするなど
し、利用率の向上
を図る。

継続 無

42102 女性及び児童相
談の充実

女性や児童等の適切な支援を行うため、女性や
児童に関する相談事業の充実を図る。

子ども未来
課

相談シートの活用により、相談の主訴・緊急性
の判断、相談への適切な対応を行う 継続 無

42103 相談担当職員の
資質向上

被害者のための相談・支援体制の充実を図るた
め、研修を受講するとともに、相談対応や記録の
作成方法について担当職員同士で情報交換を
図るなど、資質の向上に努める。

人権推進課 ・相談担当職員を対象とした会議を開催し、
「DV相談対応マニュアル」を基に、相談対応や
記録の作成方法などについて共通認識を図
る。

継続 無

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

内容の
見直し

見直し内容取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後
の
方向
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人権推進課 ・各地区の民生委員・児童委員の定例会にお
いてDV被害者支援に関する情報を提供する。
・相談事業の周知を図る。

継続 無

社会福祉課 ・毎月開催される民生委員・児童委員の各地
区定例会（１３地区）において、相談事業の周
知を図る。
・民生委員・児童委員協議会の会長等に市内
外の関係機関との連絡会議や研修会へ出席し
ていただき、情報共有等を図る。

【目標】民生委員・
児童委員の各地
区定例会（全13
民児協）におい
て、相談事業の周
知を図り、情報共
有・連携強化を図
る。
【現状】各民生委
員は、普段の地域
の見守り活動での
体験談等を定例
会で報告し、常に
情報共有や解決
に導くための協議
を行っている。
【方法】民生委員・
児童委員の会長
に市内外の関係
機関との連絡会
議へ出席していた
だき、情報共有・
連携強化を図る。

継続 無

施策の方向　　②庁内及び庁外の関係機関との連携

事業内容 所管課

42201 配偶者等からの暴
力の防止及 び被
害者支援対策連
絡会議の充実

配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援対
策連絡会議を開催し、関係機関相互の連携の
強化、情報の共有、被害者支援の取組みの強
化などを図る。

人権推進課 ・配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援
対策連絡会議を開催する。

継続 無

人権推進課 ・庁内関係課と連携を図るため、配偶者等から
の暴力の防止及び被害者支援対策に係る庁
内連絡会議を開催する。

継続 無

子ども未来
課

相談シートの活用により、相談の主訴・緊急性
の判断、相談への適切な対応を行う 継続 無

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値

42104 民生委員・児童委
員等を対象とした
意見交換会等の
実施

ＤＶに関する実態の把握や被害者から相談を受
けた場合の対応方法（関係機関との連携など）
について、情報提供や意見交換を行う。

内容の
見直し

見直し内容

42202 被害者への総合
的支援の整備

被害者の状況を的確に把握し、適切な支援を
行うため、庁内関係課と連携を図り、被害者へ
の総合的支援の整備に努める。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後
の
方向
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施策の方向　　③外国人、高齢者、障がい者への支援と連携協力

事業内容 所管課

人権推進課 ・多言語によるDV被害者支援に関するリーフ
レットを庁舎1階ロビーに配架する。
・市ホームページに外部リンクを掲載し、情報
提供する。

継続 無

市民課
(総合窓口)

住民基本台帳における支援措置申出書につ
いて外国語版を用いて、外国人被害者へ情
報提供を図る。

継続 無

42302 高齢者虐待の防
止に向けた取組み

地域包括支援センター職員に対し、事例検討
会などを開催し、早期発見とその対応に努める。

高齢者福祉
課

専門職（弁護士、社会福祉士）からの助言、情
報提供を受ける事例検討会を開催する。 継続 無

42303 障がい者虐待の防
止に向けた取組み

被虐待者の迅速な安全確認を行う体制を整え
ると共に、障がい者の虐待防止に関する啓発活
動を実施する。

障がい者福
祉課

・障害者手帳を交付する際に、障がい者虐待
防止リーフレットを配布するほか、自立支援協
議会の権利擁護プロジェクトにおいて、事例の
情報共有、対応の検討などを実施する。

継続 無

内容の
見直し

見直し内容

42301 外国人向けのＤＶ
に関する情報の提
供

外国人向けのリーフレット等を設置し、外国人被
害者への情報提供を図る。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
今後
の
方向

令和３年度実施計画
令和３年度
目標値
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